
一

（
国
土
交
通
委
員
会
）

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

集
会
に
お
い
て
、
区
分
所
有
者
及
び
議
決
権
等
の
各
五
分
の
四
以
上
の
多
数
で
、
建
物
更
新
、
建
物
敷
地
売
却
、
取
壊
し

等
の
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
耐
震
性
不
足
等
の
場
合
は
、
多
数
決
割
合
を
四
分
の
三
に
緩
和
す
る
こ
と
と

す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
決
議
成
立
後
に
お
け
る
組
合
の
設
立
等
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

裁
判
所
が
認
定
し
た
所
在
等
が
不
明
な
区
分
所
有
者
は
、
集
会
に
お
け
る
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

裁
判
所
は
、
区
分
所
有
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
専
有
部
分
等
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
害
関

係
人
の
請
求
に
よ
り
、
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四

管
理
者
等
は
、
そ
の
職
務
（
保
険
金
等
の
請
求
及
び
受
領
を
含
む
。
）
に
関
し
、
区
分
所
有
者
（
保
険
金
等
の
請
求
及
び

受
領
に
あ
っ
て
は
、
保
険
金
等
の
請
求
権
を
有
す
る
者
（
区
分
所
有
者
又
は
区
分
所
有
者
で
あ
っ
た
者
（
書
面
等
に
よ
る
別

段
の
意
思
表
示
を
し
た
区
分
所
有
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
）
を
代
理
す
る
こ
と
と
す
る
。



二

五

政
令
で
定
め
る
災
害
に
よ
り
区
分
所
有
建
物
が
滅
失
等
し
た
場
合
に
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
期
間
に
限
り
、
建
替
え
等

に
係
る
決
議
の
多
数
決
割
合
を
五
分
の
四
か
ら
三
分
の
二
に
緩
和
す
る
こ
と
と
す
る
。

六

都
道
府
県
知
事
等
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
等
円
滑
化
指
針
に
即
し
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
助
言
、
指
導
、

勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
正
当
な
理
由
が
な
く
当
該
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

七

都
道
府
県
知
事
等
は
、
管
理
組
合
等
に
対
し
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
必
要
な
援
助
等
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
一
般
社
団
法
人
等
を
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
支
援
法
人
と
し
て
登
録
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

八

分
譲
事
業
者
は
、
管
理
組
合
の
管
理
者
等
へ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
切
か
つ
円
滑
な
引
継
ぎ
に
関
す
る
事
項
等
を
記

載
し
た
管
理
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
等
の
認
定
を
申
請
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

九

管
理
事
務
の
委
託
を
受
け
た
管
理
組
合
の
管
理
者
等
で
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
者
は
、
自
己
取
引
を
行
う
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
区
分
所
有
者
等
に
対
し
、
当
該
取
引
の
重
要
な
事
実
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

十

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
共
用
部
分
の
補
修
等
に
係
る
管
理
者
に
よ
る
請
求
権
の
行
使
に
つ
い

て
の
検
討
条
項
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


